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2022 年度 
⼀般社団法⼈⼤阪市⻄区⻭科医師会 

通常総会議案書 
2022 年６⽉ 11 ⽇（⼟）18:00~ 

SMG アクセア貸会議室 サンワールドビル 
〒550-0014  ⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江 1-6-2 サンワールドビル６階 

 

Ⅰ報告事項：会務報告 
2021 年度（2021 年 4 ⽉１⽇~2022 年３⽉ 31 ⽇） 

理事会８回、役員会２回を開催した。 

また 2021 年度通常総会を開催、臨時総会は書⾯持ち回り決議にて開催をした。 
 

Ⅱ審議事項 

1 号議案-2021 年度事業報告の件 

○2021 年 04 ⽉ 03 ⽇(⼟) 第 1 回理事会（SMG アクセア貸会議室） 

○2021 年 05 ⽉ 13 ⽇(⽊）会計監査会（監事・三役・会計理事・顧問会計⼠） 

○2021 年 05 ⽉ 13 ⽇(⽊）⼊会⾯接（理事）（李先⽣） 

○2021 年 05 ⽉ 24 ⽇(⽉) 第２回理事会・第１回役員会 (ZOOM) 
○2021 年 06 ⽉ 12 ⽇(⼟）通常総会 四ツ橋サンワールドビル （70 周年記念式典延期） 
○2021 年 06 ⽉ 21 ⽇(⽉）第３回理事会（新理事）(ZOOM) 

○2021 年 06 ⽉ 26 ⽇(⼟）府⻭第 242 回代議員会 

○2021 年 07 ⽉ 06 ⽇(⽕）府⻭第 243 回代議員会 

○2021 年 09 ⽉ 05 ⽇(⽇）国保レクリエーション （中⽌） 

○2021 年 09 ⽉ 07 ⽇(⽕）地区代表者会議                      

○2021 年 10 ⽉ 08 ⽇(⾦）第６回理事会（ZOOM） 

○2021 年 10 ⽉ 09 ⽇(⼟）⻑寿の会（シェラトンホテル）（中⽌）       

○2021 年 11 ⽉ 07 ⽇(⽇）⻄区区⺠祭り・健康展（中⽌） 

○2021 年 12 ⽉ 07 ⽇(⽕）六会・地区代表合同連絡協議会（中⽌） 
○2022 年 01 ⽉ 09 ⽇(⽇）府⻭新年互礼会（中⽌） 
○2021 年 01 ⽉ 22 ⽇(⼟）新年互礼会・創⽴ 70 周年記念式典・祝賀会 （中⽌） 
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○2022 年 02 ⽉ 21 ⽇(⽉) 第７回理事会 （ZOOM） 
○2022 年 02 ⽉ 27 ⽇(⽇）国保健康増進レクリエーション（中⽌） 

○2022 年 03 ⽉ 05 ⽇(⼟）府⻭第 244 回臨時代議員会 

○2022 年 03 ⽉ 07 ⽇(⽉) 第８回理事会（ZOOM） 

○2022 年 03 ⽉ 13 ⽇(⽇）春のつどい （中⽌） 

○2022 年 03 ⽉ 29 ⽇(⽕）六会関係役員地区代表者合同会議 

○2022 年 03 ⽉ 末   臨時総会（書⾯持ち回り開催） 
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2 号議案-2021 年度決算報告の件 
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3 号議案-2022 年度事業計画案の件 

 

会員相互の親睦福祉を図り、地域歯科医療の普及および向上に寄与するため 

次の事業を行う。 

 

 （1）学術研修  （2）医療保険  （3）会員の福祉  （4）会員の税務 

 （5）地域歯科医療（6）その他 

 

年 6回理事会・年４回役員会開催予定 

○2022 年 06 ⽉ 25 ⽇（⼟）府⻭第 245 回定時代議員会 15:00~ 

○2022 年 07 ⽉ 12 ⽇（⽕）⼤⼈の健康講座 13:45~14:45 

○2022 年 08 ⽉ 04 ⽇（⽊）学術講習会（CADCAM）20:00~ 

○2022 年 09 ⽉ 03 ⽇ (⼟) ⻄区 70 周年記念式典・祝賀会（リーガロイヤルホテル）17:00~ 

○2022 年 09 ⽉ 17 ⽇ (⼟) 府⻭⻑寿の会（シェラトン都ホテル）午後 

○2022 年 11 ⽉ 06 ⽇ (⽇) ⻄区「⽂化と健康のつどい」09:30~ 
○2023 年 01 ⽉ 21 ⽇ (⼟) ⻄区新年互礼会 
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4 号議案-2022 年度会計予算案の件 
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Ⅲ協議事項： 

定款・規約における会員資格について、法⼈診療所に対応していないので、理事会で審議をして
会則組織検討委員会へ諮問をしていく予定であるが、あらかじめ会員のみなさまのご意⾒をお聞
かせいただきたい。 

 

定款 

第２章 社員 
（法⼈の構成員） 

第４条 当法⼈には、次の会員を置き、正会員をもって⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律（以
下「⼀般法⼈法」という。）上の社員とする。 
（１） 正会員 

⻭科医師法（昭和 23 年法律第 202 号）第 2 条に基づく免許を受けた者（⻭科医師法第 34
条第 2 項に規定する医業をなしうる医師を含む。）でかつ、当法⼈の⽬的及び事業に賛同した
者で、次のいずれかに該当する者とする。 

イ ⼤阪市⻄区を区域とし、その区域内において就業する者 
ロ 過去にイに該当した者で廃業または退職後も引続き在籍を希望し理事 

会の承認を受けた者 
（２） 準会員 （家族会員、勤務会員） 

     正会員の医療機関において勤務しかつ、当法⼈の⽬的及び事業に賛同した者で、正会員以外の
⻭科医師とする。 

（３） 賛助会員 
    上記１，２号以外でかつ、当法⼈の⽬的及び事業に賛同した者とする。 

（⼊会） 
第５条 当法⼈に⼊会するには、当法⼈所定の⼊会申込⼿続を履践し、当法⼈理事会の承認を受けること

を要する。 
  ２ 当法⼈への⼊会を承認された者は、その承認後直ちに会費等を納⼊しなければならない。会費等

が納⼊されたときをもって当法⼈の会員となる。 
  ３ 正会員は、同時に⽇本⻭科医師会及び⼤阪府⻭科医師会へ⼊会するものとする。 

（経費の負担） 
第６条 会員は、別に規約で定める会費、⼊会⾦、開設時協⼒⾦及び負担⾦等を⽀払う義務を負う。 

 
規約 
(20）(本会運営協力金の納付) 

本会に入会しようとするときは、本会運営協力金として、一診療所２００万円を会計に対して 

一括して納付する。なお、特別の事情の場合には、調査運営委員会に諮り、理事会で審議し、 

総会においてその承認をうけなければいけない。また納付済の本会運営協力金は退会に際して 

返還しない。 

 


